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	本覚書に基づく活動の実施により生じる知的財産権は、それぞれの国の法令に従って行使され、必要に応じて別途文書で詳細を定める。
	1. 当事者は本覚書の実施期間中、一方の当事者から受領した、または提供された文書、情報、その他のデータ、および本覚書に基づき作成されたその他の文書の守秘義務及び機密性を遵守する。
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